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京都市子どもの見守り活動支援事業補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、予算の範囲内で交付する京都市子どもの見守り活動支援事業補助金

（以下「補助金」という。）に関し、京都市補助金等の交付に関する条例及び京都市補助

金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 
 
（目的） 
第２条 この補助金は、子ども食堂等の子どもの居場所づくりや子育て家庭への食品配送  

事業等を行っている団体が、当該活動を通じて実施する子どもの見守り活動に係る経費

を補助することにより、地域で子どもや家庭を見守る体制を強化することを目的とする。 
 
（定義） 
第３条 この要綱の対象となる事業及びその定義は次の各号のとおりとする。 
（1） 子どもの居場所事業 

「京都市子どもの居場所づくり支援事業補助金」の補助要件を満たす、子ども食堂や

学習支援等の子どもの居場所を運営する事業 

（2） 子育て家庭への食品配送事業 

生活保護や就学援助を受けている等、支援が必要な子育て世帯に対し広く募集を行い、

食料品や日用品等を定期的に届ける事業 

（3） その他市長が認める子どもに対する支援事業 

 

（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、前条に掲げる事業を京都市内で行う団体・グループ（以下「団体等」

という。）とする。 

２ 前項に該当する団体等であっても、次の各号に該当する場合は、補助対象外とする。 

(1)  団体等の構成員（法人の場合は役員）に暴力団員等を含む団体等 

(2)  その他、活動内容が公序良俗に反する団体等 

 

（補助金の選択） 

第５条 本要綱に基づく補助金の申請については、申請者の活動内容に応じて、次の各号の

うち、いずれか１つの補助金に申請することができるものとし、両方に申請することはで

きないものとする。 

(1) 【全体見守り型補助金】 

主に子どもの居場所において、事業実施時における子どもの観察や会話などを通じて、

支援を必要とする子どもや家庭の「気づきの窓口」となるような事業に対し、補助を行う

もの。 
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(2) 【個別支援型補助金】 

子どもの居場所や子育て家庭への食品配送事業において、支援が必要な子どもを個別

に把握し、定期的に直接的な見守り活動を行い、その結果を記録し、京都市に報告すると

ともに、支援機関等との連携を行う事業に対し、補助を行うもの。 

２ 補助対象事業については、第６条及び第７条において【全体見守り型補助金】について

定め、第８条及び第９条において【個別支援型補助金】について定めることとする。 

 

（補助対象事業）【全体見守り型補助金】 

第６条 補助対象事業は、第４条に定める団体等が、京都市内において実施する第３条に定

める事業のうち、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

(1) 事業の実施日に、参加している子どもの見守りや声かけ等を行うこと。 
(2) 支援が必要と思われる子どもがいた場合には相談支援機関に相談するなどの対応を

行うこと。 
(3) 「京都市子どもの居場所づくり『支援の輪』サポート事業」において実施する研修

会や交流会に積極的に参加すること。 
(4) 利用料を徴収する場合は、食事の提供等に係る実費等の低廉なものに限ること。 
(5) 申請日時点で事業の実施実績があり、その年度末まで継続した取組であること。 
(6) 営利を目的とした事業でないこと。 
(7) 政治的活動又は宗教的活動を目的とした事業でないこと。 
(8) 国、地方公共団体その他これらに類するものからこの要綱による補助金以外の補助

その他の給付（以下「その他の補助金等」という。）を受けていないこと。ただ

し、その他の補助金等を受ける経費とこの要綱による補助対象経費を区分して実施

する場合及びその他の補助金等を受ける事業に加え新たに本条に規定する事業を実

施する場合等はこの限りでない。 
(9) 法令及び京都市の条例、規則、その他の規定を順守すること。 

 

（補助額）【全体見守り型補助金】 

第７条 補助額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、同一団体が複数の事業を実施す

る場合で、別の場所で別の人員でもって事業を実施し、サービス提供が一体的になされて

いないとみなされるものは、別の事業として取り扱う。 

第３条に定める事業の実施頻度 補助上限額 

月複数回実施 １２６，０００円 

月１回程度実施 ６３，０００円 

２ 補助金額の１，０００円未満は切り捨てとする。 

 

（補助対象事業）【個別支援型補助金】 

第８条 補助対象事業は、第４条に定める団体等が、京都市内において実施する第３条に定

める事業のうち、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 
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(1) 孤立、育児不安、経済的困窮、児童虐待又はその他の理由により、支援が必要であ

ると市長が認める京都市内在住の子ども（１８歳に達する日以降の最初の３月３１

日までの子）（以下「個別支援対象者という。」）及び家庭に対して実施すること。 
(2) 概ね月に１回以上、個別支援対象者の状況を、原則、面談により把握すること。た

だし、それが難しい場合は、電話やＩＣＴ機器、ＳＮＳツール等を用いて把握する

ことも可能とするが、対象者が困りごと等を相談しやすいよう工夫を行うこと。 
(3) 京都市から個別支援対象者の見守りについて協力依頼があった場合には、可能な限

り協力すること。 
(4) 個別支援対象者への見守り活動を行うなかで、必要に応じて相談支援機関に相談す

るなどの対応を行うこと。 
(5) 「京都市子どもの居場所づくり『支援の輪』サポート事業」において実施される研

修会や交流会に積極的に参加すること。 
(6) 利用料を徴収する場合は、食事の提供等に係る実費等の低廉なものに限ること。 
(7) 申請日時点で事業の実施実績があり、その年度末まで継続した取組であること。 
(8) 営利を目的とした事業でないこと。 
(9) 政治的活動又は宗教的活動を目的とした事業でないこと。 
(10) 国、地方公共団体その他これらに類するものからこの要綱による補助金以外の補助

その他の給付（以下「その他の補助金等」という。）を受けていないこと。ただ

し、その他の補助金等を受ける経費とこの要綱による補助対象経費を区分して実施

する場合及びその他の補助金等を受ける事業に加え新たに本条に規定する事業を実

施する場合等はこの限りでない。 
(11) 法令及び京都市の条例、規則、その他の規定を順守すること。 

 

（補助額）【個別支援型補助金】 

第９条 補助額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、同一団体が複数の事業を実施す

る場合で、別の場所で別の人員でもって事業を実施し、サービス提供が一体的になされて

いないとみなされるものは、別の事業として取り扱う。 

個別支援対象者数 補助上限基本金額 

５人 ～ １０人 ６３，０００円 

１１人 ～ ２０人 １２６，０００円 

２１人 ～ ５０人 ２５２，０００円 

５１人 ～１００人 ６２８，０００円 

 １０１人以上 １，２５６，０００円 

２ 前項の表に掲げる個別支援対象者数の算定については、第１４条第２項に規定する四

半期毎の報告書（第１２号様式）の名簿に記載の人数の平均とする。 

  ただし、平均した人数の小数点以下は切り捨てとする。 

３ 面談により対象者の状況を把握し、本市へその結果を報告した場合、前項に掲げる金額

に加え、家庭訪問による把握は１人１回につき１，３００円、それ以外による把握は１人
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１回につき７００円を支給する。ただし、支給は対象者１人につき、１箇月当たり４回分

までを上限とする。 

４ 補助総額の上限額は５，０２４千円とし、１，０００円未満は切り捨てとする。 

 

（補助対象経費） 

第１０条 補助金の対象となる経費は、当該年度の４月１日から３月３１日の期間に実施

する事業に係る経費のうち、別表に掲げるものとする。 

 

（交付の申請） 
第１１条 補助金の交付を申請しようとする団体等は、別に定める申請期間に、京都市子ど

もの見守り支援事業補助金交付申請書(第１号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（第２号様式） 

(2) 事業予算書（第３号様式） 

(3) 団体等の規約・会則、役員名簿 

(4)  団体の概要や事業内容が分かる書類 

(5) 個人情報保護に関する誓約書（第４号様式） 

（6） その他市長が必要と認める書類 

 

（標準処理期間） 
第１２条 市長は、別に定める申請期間の最終日から３０日以内に条例第１３条各項の決

定をするものとする。ただし、申請多数及び申請に係る不備等により条例第１３条各項の

決定に支障をきたすと判断される場合はこの限りでない。 
 

（交付決定） 
第１３条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助

金の交付、交付額及び交付条件、又は不交付の決定をするものとする。 
２ 市長は、前項の規定により交付又は不交付の決定をしたときは、京都市子どもの見守り

活動支援事業補助金交付決定通知書（第５号様式）により、不交付を決定したときには、

京都市子どもの見守り活動支援事業補助金不交付決定通知書（第６号様式）により、申請

者に通知するものとする。 
 
（申請事項の変更等） 
第１４条 前条第２項に規定する交付決定通知を受けたもの（以下、「交付決定対象者」と

いう。）は、補助事業の内容を変更する場合は、変更に係る市長の承認の申請を、京都市

子どもの見守り活動支援事業変更承認申請書（第７号様式）により行うものとする。ただ

し、軽微な変更は除く。 
２ 前項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。 
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⑴ 助成目的達成のため、又は助成目的に影響を及ぼさない範囲で、より効率的、効果的

に事業を実施するための事業内容の変更 
⑵ 補助対象経費の減額又は経費配分の変更 

３ 交付決定対象者が補助事業の中止又は廃止に係る市長の承認を受けようとする場合は、

京都市子どもの見守り活動支援事業中止・廃止承認申請書（第８号様式）により行うもの

とする。 

４ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、これを審査し、やむを得ない

と認め承認したときは、京都市子どもの見守り活動支援事業変更承認通知書（第９号様式）

により、承認しないときは、京都市子どもの見守り活動支援事業変更不承認通知書（第１

０号様式）当該交付対象決定者に通知するものとする。 

５ 市長は、第３項の規定による申請があった場合において、これを審査し、やむを得ない

と認めるときは、これを承認し、京都市子どもの見守り活動支援事業中止・廃止決定通知

書（第１１号様式）により、交付対象決定者に通知するものとする。 

 
（実績報告） 

第１５条 交付決定対象者は、事業完了後３０日以内又は交付申請年度の３月３１日のい

ずれか早い日までに京都市子どもの見守り活動支援事業実績報告書（第１４号様式）に、

次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 年次報告書（第１５号様式） 

⑵ 事業決算書（第１６号様式） 

⑶ 領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し 

⑷ 事業の実施状況がわかる資料 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 【個別支援型補助金】の交付決定対象者は、前項に定める報告に加え、四半期毎に報告

書（第１２号様式）及び個別支援報告書（四半期報告用）（第１３号様式）により、個別

支援対象者等の状況を市長に報告しなければならない。 

３ 前項に規定する四半期毎の報告については、該当する四半期の最終日から１０日以内

に、行わなければならない。 

ただし、第４四半期の報告については、交付申請年度の３月３１日までに行わなければ

ならない 

 
（補助金の交付） 
第１６条 市長は、前条の規定による報告により、補助対象事業が適切に行われたと認める

ときは、補助金の交付額を決定し、京都市子どもの見守り活動支援事業補助金交付額確定

通知書（第１７号様式）により通知したうえ、補助金を交付する。 
 
（交付の取消し等） 
第１７条 市長は、第１３条第２項に規定する交付の決定を受けた団体等が、次の各号のい

ずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付額を変
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更し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。 
(1) 補助金の申請又は実績報告に関して虚偽又は不正の事実があるとき 
(2) 交付の目的以外に支援事業補助金を使用したとき 
(3) 第１４条第４項又は第５項の規定により、変更、中止又は廃止の承認を受けたとき 
(4) 支援事業補助金の全部又は一部を使用しなかったとき 
(5) この要綱の規定に違反したとき 
 
（関係書類の整備） 
第１８条 交付の決定を受けた団体等は、補助対象事業に係る収支を記載した帳簿を備え

付けるとともに、証拠書類（計理関係書類、支援対象者等一覧（名簿）等）を整理し、当

該帳簿及び証拠書類を補助金額の確定の日の属する年度の終了後、５年間保管しておか

なければならない。 
 
（その他） 
第１９条 この要綱に定めのない事項については、子ども若者未来部長が別に定めるもの

とする。 
 

 附 則 
（施行期日） 

１ この要綱は、決定の日から施行する。 

 
附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年３月１日から施行する。 

 

附 則 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱は令和７年４月１日から適用する。 

（特例措置） 

３ 令和７年度に第７条第１項に基づく補助額を交付決定された補助対象者に対して、令

和７年度に限り、次に掲げる額を追加交付する。 

第３条に定める事業の実施頻度 追加交付額 

月複数回実施 ２６，０００円 

月１回程度実施 １３，０００円 

４ 令和７年度に第９条に基づく補助額を交付決定された補助対象者に対して、令和７年

度に限り、次の各号のとおり取り扱う。 
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（1）第９条第１項に基づく補助額に対して、次に掲げる額を追加交付する。 

個別支援対象者数 追加交付額 

５人 ～ １０人 １３，０００円 

１１人 ～ ２０人  ２６，０００円 

２１人 ～ ５０人  ５２，０００円 

５１人 ～１００人 １２８，０００円 

 １０１人以上   ２５６，０００円 

（2）第９条第３項に基づく補助額の加算に対して、家庭訪問による把握は１人１回につき

３００円、それ以外による把握は１人１回につき２００円を追加交付する。 

（3）第９条第４項に定める補助総額の上限額は、追加交付額を含めて５，０２４千円とす

る。 

５ 附則第３項から第４項に基づく追加交付について、京都市子どもの見守り活動支援補

助金変更交付決定通知書（第１８号様式）により、交付決定対象者に通知するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表 補助対象経費（第１０条関係） 
人件費（団体等の運営に係る職員の賃金や役員報酬を除く。） 
・子どもの状況把握等を行うスタッフの人件費等 
通信運搬費 
・訪問や食料品配送等に係る交通費、ガソリン代、配送料等 
・電話代、データ通信料等 
使用料・賃借料 
・ＩＣＴ機器（パソコン、プリンタ、タブレット等）のリース費用 
・会場使用や食料品等の保管場所に要する経費 
食材購入費 
・食事の提供に必要な食材費等 
・食品配送事業における配送品（食料品、日用品等）の購入費用 
需用費（耐用年数が１年未満かつ１件当たりの金額が２０，０００円未満のものに限る。） 
・事業運営に必要な消耗品等 
光熱水費 
・食料品の保管や調理、会場使用に要する光熱水費 
その他経費 
・ボランティア保険等 
・事業周知のためのチラシ等の作成費用 
・職員等の能力向上のための研修講師謝礼、書籍購入費等 
・事業の趣旨に合致し、子どもの状況把握のために特に必要がある認められる経費 

＜特記事項＞ 
・補助対象経費は、事業の実施に最低限必要なものに限る。 
・団体の運営に要する経費（団体の事務職員の賃金や役員報酬、事務所の維持管理費や借

上費など）、事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費、団体の構成員

の親睦等のための会合や会議の開催経費、接遇にかかる経費、通常より著しく高額、高

級と判断される経費、その他市長が補助対象とすることが適当でないと判断する経費

は対象外とする。 


